
   

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

     

 

 

 

 

   

  

  

 

 

   

 

 

７５歳以上約 30,200 人の現在の保険は 

・ 国保加入者     ２５、１００人 

・  社保加入者     ５、１００人 

（内７５歳に満たない障害者１、６００人） 

納付の方法は？ 

・ 年金から天引き   ２４、２００人 

・ 直接納付       ６、０００人 

負担が増える人・減る人 

・ 現在高齢者だけで国保に加入している 

１８，１００人は国保税より少し減る。 

・ 現在国保あるいは社会保険の扶養にな

っている方、および社保の本人になっている 

１２，１００人は扶養から外されたり、夫婦

別々に払うことになるため負担が増える。 

（社保の扶養になっていた方３５００人は半

年凍結、その後６ヶ月は９割軽減） 

日
本
共
産
党
は
、
市
町
村

独
自
で
も
負
担
軽
減
を
図
る

よ
う
求
め
て
い
ま
す
。
隣
の

浦
安
市
で
は
、
７
５
歳
以
上

の
低
年
金
の
方
６
，
０
０
０

人
を
対
象
に
、
一
人
年
間
１

万
円
の
支
援
金
を
予
算
化
し

ま
し
た
。 

制
度
の
中
止･

撤
回

を
求
め
る
声
が
全
国

で
広
が
っ
て
い
ま
す

全
国
か
ら
、『
高
齢
者
を
年

齢
で
差
別
す
る
冷
た
い
制
度

は
中
止･

撤
回
を
』
の
２
０
０

万
を
超
え
る
署
名
が
国
会
に

提
出
さ
れ
、
『
制
度
の
中
止･

見
直
し
を
求
め
る
意
見
書
』

も
全
国
の
２
８
％
、
５
０
５

の
地
方
自
治
体
か
ら
提
出
さ

れ
て
い
ま
す
。 住民税増税に連動

して増える国保税の
負担緩和も終了 

平成１８年から６５

歳以上の住民税の公的

年金控除が２０万円縮

小されたため、課税所得

があがり、国民健康保険

税も上がりました。 

急激な負担増を緩和

するために、平成１８･

１９年は激変緩和が施

されていましたが、それ

も今年４月から廃止さ

れます。 

６５～７４歳の国
保税も年金から天引
き 
しかも、後期高齢者医

療保険制度に合わせて、

  

７
５
歳
以
上
す
べ
て
を

対
象
に
、
扶
養
か
ら
も
外

し
、
夫
婦
も
別
々
に
年
金

か
ら
天
引
き 

今
年
４
月
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
制
度
が
は
じ
ま
り
ま

す
。 こ

の
制
度
は
、
７
５
歳
以
上
の

す
べ
て
の
高
齢
者
を
「
後
期
高
齢

者
」
と
呼
ん
で
、
扶
養
家
族
に
な

っ
て
い
た
方
も
扶
養
か
ら
は
ず

し
、
夫
婦
と
い
え
ど
も
別
々
に
、

年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引
き
で

徴
収
し
、
受
け
ら
れ
る
医
療
も
制

限
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。 

市
川
市
の
対
象
者
３
万

２
０
０
人
。
う
ち
１
万
２

１
０
０
人
は
負
担
増 

市
川
市
の
７
５
歳
以
上
の

方
は
約
３
万
２
０
０
人
。
そ
の

う
ち
、
国
民
健
康
保
険
に
高
齢

者
世
帯
だ
け
で
加
入
し
て
い

る
１
８
，
１
０
０
人
は
負
担
が

少
し
減
り
ま
す
。 

し
か
し
国
民
健
康
保
険
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
や
社

会
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
、

合
わ
せ
て
１
２
，
１
０
０
人
は

負
担
が
増
え
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。 

負
担
の
見
直
し
２
年

ご
と
に
。
１
年
以
上
滞

納
す
れ
ば
保
険
証
取

り
上
げ 

こ
の
制
度
は
高
齢
者
数
や

医
療
費
の
増
加
に
合
わ
せ
て

２
年
ご
と
に
保
険
料
を
見
直
す

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
市
川
市
の
７
５
歳
以
上
の

国
保
税
滞
納
者
約
８
０
０
人
は

滞
納
分
も
合
わ
せ
て
払
う
こ
と

か
ら
、
負
担
増
は
全
員
に
向
け

ら
れ
て
い
ま
す
。 

無
年
金
者
な
ど
６
千
人
は
直

接
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
、
一

年
以
上
滞
納
す
れ
ば
保
険
証
を

取
り
上
げ
る
制
度
で
す
。 

高
齢
者
へ
の
こ
う
し
た
制
裁

は
国
保
に
お
い
て
も
実
施
し
な

か
っ
た
冷
た
い
制
度
で
す
。
日

本
共
産
党
は
医
療
が
一
番
必
要

な
高
齢
者
か
ら
の
保
険
証
取
り

上
げ
は
止
め
る
よ
う
強
く
求
め

て
い
ま
す
。 

市
独
自
で
も
負
担
引

き
下
げ
求
め
、
浦
安
市

で
は
予
算
化 

こ
の
制
度
は
各
市
町
村
か
ら

１
名
ず
つ
代
表
を
送
り
、
県
単

位
の
広
域
連
合
議
会
を
つ
く
っ

て
保
険
料
の
額
や
減
免
基
準
、

滞
納
者
対
策
な
ど
も
決
め
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
、
保
険
料
の

徴
収
や
窓
口
対
応
は
市
町
村
が

行
い
ま
す
。 

日
本
医
師
会

は
、
「
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
制

度
は
高
齢
者
へ

の
配
慮
に
か
け

て
い
る
。
」
と
し

て
、
低
所
得
者
か

ら
保
険
料
や
窓

口
負
担
を
と
ら

な
い
新
し
い
制

度
創
設
を
提
案

し
て
い
ま
す
。 

日
本
共
産
党

は
高
齢
者
差
別

の
医
療
制
度
の

中
止
・
撤
回
、
負

担
引
き
下
げ
を

求
め
て
議
会
内

外
で
頑
張
り
ま

す
。 

６５歳から７４歳まで

の国民健康保険税も年

金から天引きされるこ

とになりました。 

ただでさえ高齢者の

くらしが大変になって

いるなか、徹底した税

の徴収が行われます。

最高限度額は６万
円アップ 
国保加入者は国保税

と同時に後期高齢者支

援金も新たに負担する

ことになり、医療分最

高額が５９万円に、４

０歳以上は介護分も入

れて６８万円になり、

うなぎのぼりの負担増

です。 

 
 
 
 
  

                 



市川市議団ニュース ＮＯ.２１８ ２００8年2月28日

○雇用のあり方と職員体制

・非正規職員の労働条件と賃

金、契約のあり方、資格保有

者の待遇について

・職員の健康管理と組織への影

響、各種休暇の取得状況

○塩浜地区の整備計画の方向性

について

・地権者の意向と市の整備計画

・三番瀬再生と開発の整

合性

・ＲＦＰ手法による開発

について

○医療行政について

・ぜんそく児童への医療費助

成について

○個人情報保護について

・現状と効果について

・今後の課題と対策について

○市政一般について

・有償ボランティアの活用と市

の考え方について

・現業職員の減少に伴う問

題、今後の方向性について

・民間委託の効果の検証に

ついて

○子育て支援ついて

・子どもの医療費助成、妊婦健

診の公費助成の拡大について

○救急救命活動について

・救急医療体制の実態と拡充

について

○外かん道路について

・土地収用、部分供用の市の

対応について

○北国分のまちづくり

・コミュニティバス導入

の進捗状況について

○国民健康保険税について

・制度改正による影響

・負担軽減、滞納者への対

応について

○塩浜地区の歩行者の安全対

策について

・塩浜橋の安全対策、歩道の整

備、猫実川へ歩道橋を設置す

る必要性と可能性について

○三番瀬のラムサール条約登録

について

・条約登録に必要な環

境要件など

○学校給食費未納問題と

申込書提出について

・学校給食は申込むものか

・未納世帯の実態は

・申込書提出による混乱と対

応について

・経済的な理由がある保護者

への援助について

○耐震改修促進計画について

・耐震化率の目標値等

・助成事業について

○公園について

・整備状況及び増設

・公園のあり方

２
月
市
議
会
が
２
月
18
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
一
般
質
問
の

内
容
、
質
問
日
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
日
時
の
変
更
等
も
あ
り
ま

す
の
で
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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